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第40回定時株主総会招集ご通知
拝啓　日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
　さて、当社第40回定時株主総会を下記要領により開催いたしますの
で、ご通知申し上げます。

　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情
報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インタ
ーネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれ
かのウェブサイトにアクセスの上、ご確認くださいますようお願い申
し上げます。

（上記ウェブサイトにアクセスいただき、下方のメニューより「会社
案内・ＩＲ情報・採用情報」「IR情報」を順に選択いただき、ご確認
ください。）

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社
名）」に「ユーラシア旅行社」又は「コード」に当社証券コード
「9376」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に
選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」
欄よりご確認ください。）
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１．日 時 2025年12月25日（木曜日）午前10時
２．場 所 東京都千代田区平河町二丁目７番４号

砂防会館別館　３階会議室　立山
３．会議の目的事項

報 告 事 項 第40期（自　2024年10月１日　至　2025年９月30日）事業報
告及び計算書類報告の件

決 議 事 項
  第１号議案
  第２号議案

剰余金の処分の件
取締役４名選任の件

４．招集にあたっての決定事項
(1)書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、
議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取
り扱いいたします。
(2)代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方
１名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明
する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。

     

　なお、当日ご出席されない場合は、書面によって議決権を行使する
ことができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討
くださいまして、本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用
紙に賛否をご記入いただき、2025年12月24日（水曜日）午後６時まで
に到着しますようご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬　具
記

以　上

　当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行
使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
　電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の株主総
会資料掲載ウェブサイト、当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトにおい
て、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。
　本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提
供措置事項を記載した書面をお送りいたします。
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( 自　2024年10月１日 )至　2025年９月30日

事　 業　 報　 告

１. 会社の現況

(1) 事業の経過及び成果

　当事業年度における我が国経済はインフレーション、地政学リスク、各

国の外交・通商政策といった国際的な影響をより意識する環境にあるもの

の、国内株式市場の上昇及び株高がもたらす資産効果、賃金上昇の定着な

ど全体としてなだらかな上昇を維持しております。

　当社におきましては、海外旅行の回復の波に乗るべく、前事業年度に引

き続き広告宣伝費を増加させ、積極的な人材採用を図っております。また

2026年２月13日に迎える創業40周年を記念した商品など新たな企画も進め

ております。

　その結果、当事業年度の営業収益は4,787百万円（前期比4.1％増加）、

経常利益は131百万円（前期比17.6％増加）、当期純利益は123百万円（前

期比8.1％増加）となりました。

(2) 設備投資の状況

　特記すべき重要な事項はありません。

(3) 資金調達の状況

　特記すべき重要な事項はありません。なお、当事業年度におきましては、

増資又は社債発行による資金調達は行っておりません。

(4) 対処すべき課題

　海外旅行需要は緩やかな回復が続いており、翌事業年度においてもこの

傾向は続くと想定しております。海外の諸情勢が海外旅行需要の回復に与

える影響について懸念される環境下にありますが、継続して営業収益の確

保に努めます。引き続き安全性の高い地域を中心として積極的な販促活動

を進め、業績の進展に努めます。同時に、今後も顧客の支持を確固たるも

のとするために、引き続き顧客との綿密なコミュニケーションに努め、知

的好奇心や精神的喜びに応える旅づくりを通じて上質なサービスを提供し

続けるよう努めます。

　株主の皆様におかれましては、今後とも格別のご支援を賜りますようお

願い申し上げます。
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(5) 直前３事業年度の財産及び損益の状況 （単位：千円）

区　　分
第37期

(2022年９月期)
第38期

(2023年９月期)
第39期

(2024年９月期)
第40期(当期)
(2025年９月期)

営 業 収 益 502,053 2,945,414 4,598,284 4,787,696

経 常 利 益 又 は
経 常 損 失 （ △ ）

△152,746 △47,087 111,448 131,047

当 期 純 利 益 又 は
当 期 純 損 失 ( △ )

△153,036 △47,377 113,796 123,031

１株当たり当期純利益又は
当 期 純 損 失 ( △ )

△41.47円 △12.84円 30.84円 33.34円

総 資 産 2,071,021 2,492,872 2,788,588 3,083,295

純 資 産 1,632,619 1,586,805 1,656,190 1,760,987

１ 株 当 た り 純 資 産 額 442.45円 430.03円 448.84円 477.24円

 (注) 　 １株当たり当期純利益又は当期純損失(△)は、自己株式を控除した期中平均発行済株

式総数に基づき、１株当たり純資産額は、自己株式を控除した期末発行済株式総数に基

づき、それぞれ算出しております。

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主要な事業内容

㈱ユーラシアサービス 30百万円 100％ 派 遣 業

(6) 重要な子会社の状況

① 重要な子会社の状況

② 企業結合の成果

　当社の連結子会社は、上記会社で、当連結会計年度の営業収益は4,787

百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は113百万円であります。

(7) 主要な事業内容（2025年９月30日現在）

海外旅行の企画・手配・販売

損害保険の代理店業務

(8) 主要な事業所（2025年9月30日現在）

本社　東京都千代田区平河町二丁目７番４号

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

47名 ６名増 39.3歳 14.0年

(9) 使用人の状況（2025年9月30日現在）

(10) 主要な借入先の状況（2025年9月30日現在）

　該当事項はありません。
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① 発行可能株式総数 14,760,000株

② 発行済株式の総数 3,690,000株

③ 株主数 2,024名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

井 上 利 男 1,849,100株 50.1％

㈲ ホ ワ イ ト サ ク セ ス 414,000 11.2

塩 田 和 嗣 85,000 2.3

河 　 内 友 里 江 80,000 2.2

㈱ 旅 倶 楽 部 43,300 1.2

佐 々 木 嶺 　 一 42,500 1.2

加 藤 幸 一 42,400 1.1

加 藤 和 美 42,300 1.1

井 上 勝 仁 36,000 1.0

島 村 　 浩 30,000 0.8

２. 会社の状況

(1) 株式の状況（2025年9月30日現在）

④ 大株主（上位10名）

（注）持株比率は自己株式（26株）を控除して計算しております。
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会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 会 長 C E O 井 上 利 男

取 締 役 社 長 C O O 山 田 則 子

取 締 役 C F O 杉 浦 康 晴

取 締 役 河 井 良 成
株式会社ヘキサゴンキャピタルパ
ートナーズ代表取締役

常 勤 監 査 役 高 橋 淑 夫

監 査 役 加 藤 純 二 弁護士

監 査 役 田 鍋 晋 二 公認会計士

(2) 会社役員の状況

① 取締役及び監査役の状況（2025年9月30日現在）

（注）１. 取締役河井良成氏は、社外取締役であります。兼職先と当社との間には特別な関係は

ありません。同氏は、当社の子会社である株式会社ユーラシアサービスの非業務執行

取締役であり、同社からの報酬はありません。

２. 監査役高橋淑夫氏、加藤純二氏及び田鍋晋二氏は社外監査役であります。

３. 社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、その独立性を担保するため、東京証

券取引所「上場管理等に関するガイドライン」における独立役員の独立性に関する判

断基準等を参考にしております。社外取締役河井良成氏並びに社外監査役高橋淑夫

氏、加藤純二氏及び田鍋晋二氏を東京証券取引所の定めに基づく独立委員として指定

し、同証券取引所に届け出ております。

４. 監査役田鍋晋二氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程

度の知見を有しております。

５. 社外監査役加藤純二氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務及び法律に関する相

当程度の知見を有しております。

６．社外取締役及び社外監査役と当社の間に人的関係、または重要な取引関係はありませ

んが、社外取締役河井良成氏は3,000株、社外監査役高橋淑夫氏は9,000株、社外監査

役加藤純二氏は9,000株当社株式を保有しております。

② 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等

１　取締役及び監査役の個人別の報酬等の内容に関する決定方針に関する事

項

　取締役及び監査役の報酬は、基本報酬である固定報酬のみであります。

　各取締役の報酬については、取締役会の委任を受けた代表取締役会長CEO

井上利男が、株主総会で決議された報酬総額の最高限度額の範囲内で、経営

環境、経営状況、業績、財務状況、各人の貢献度等を総合的に勘案し、当事

業年度の報酬額を決定しております。

　各監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬総額の最高限度額の範囲内

で、監査役の協議により、各人の貢献度を考慮し決定しております。
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区 分 報 酬 等 の 総 額 対象となる役員の員数

取 締 役 33百万円 ４名

監 査 役 6百万円 ３名

合 計
（うち社外役員）

39百万円
（6百万円）

７名
（４名）

２　取締役及び監査役の報酬についての株主総会の決議に関する事項

　取締役の金銭報酬の額は、1999年12月31日開催の第14回定時株主総会にお

いて、年額500百万円以内と決議しております（使用人兼務取締役の使用人

部分給与は含まない）。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、３名であ

ります。

　監査役の金銭報酬の額は、1999年12月31日開催の第14回定時株主総会にお

いて、年額100百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監

査役の員数は、１名であります。

３　取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項

　当社は、取締役会の委任を受けた代表取締役会長CEO井上利男が、取締役

の個人別の報酬額を決定しております。

　その権限の内容は、経営環境、経営状況、業績、財務状況、各人の貢献度

等を総合的に勘案し、株主総会で決議された報酬総額の最高限度額の範囲内

において、取締役の個人別の報酬を決定するものであります。

　これらの権限を委任した理由は、取締役各人の貢献度を総合的に判断でき

るものは代表取締役に限られるためであります。

　取締役会は、当該権限が適切に行使されるよう、代表取締役による取締役

の個人別の報酬等の内容の決定が、取締役会の委任の趣旨に合致することを

監督する等の措置を講じております。当該手続を経て取締役の個人別の報酬

が決定されていることから、取締役会は、個人別の報酬の内容が決定方針に

沿うものであると判断しております。

③ 取締役及び監査役の当事業年度に係る報酬等の総額等

（注） 役員報酬は基本報酬である固定報酬のみであり、その他の種類の報酬は支給しておりま

せん。
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社外取締役 取締役会出席状況
発言状況及び社外取締役に期待される役割に

関して行った職務の概要

河井良成 14回中11回

金融業界及び会社経営で培われた見識をもっ

て、経営の客観性や独立性確保のために独立

した立場から取締役会において適宜助言、提

言を行いました。

また、取締役に対しても同様に社外の観点か

ら助言、提言を行いました。

社外監査役 出席状況 主な活動状況

高橋淑夫
取締役会　14回中13回

監査役会　16回中15回

大学教授として培った深い見識をもって、取

締役会において適法性、適切性、妥当性につ

いて発言をいただきました。

また、独立した立場から、中立的な監査を実

施していただいております。

加藤純二
取締役会　14回中14回

監査役会　16回中16回

弁護士としての専門的見地から、取締役会に

おいて適法性、適切性、妥当性について発言

をいただきました。

また、独立した立場から、中立的な監査を実

施していただいております。

田鍋晋二
取締役会　14回中13回

監査役会　16回中15回

公認会計士としての専門的見地から、取締役

会において適法性、適切性、妥当性について

発言をいただきました。

また、独立した立場から、中立的な監査を実

施していただいております。

④ 社外役員に関する事項

１　主な活動状況

２　重要な兼職先と当社との関係

　「①取締役及び監査役の状況」に記載の通りであります。

－ 8 －



３.会計監査人の状況
(1)会計監査人の名称　　三優監査法人
(2)報酬等の額　当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額　14百万円
（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監

査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分
しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る
会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しておりま
す。

　　　２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容を吟味・検討し、報酬
見積りの適切性・妥当性を検討した上で、会計監査人の報酬等の
額について同意の判断をいたしました。

(3)非監査業務の支払対価の業務の内容
　該当事項はありません。

(4)会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要がある
と判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定
し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会の会議の目的とするこ
とといたします。
　また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に
該当すると認められ、かつ改善の見込みがないと判断した場合は、監査役全
員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監
査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまし
て、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
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４. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制そ

の他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容は以下のとお

りであります。

　当社は、職務分掌や職務権限に関する規程をはじめとする各種規程を整備し

ており、職位に応じた権限と責任の下に業務を遂行することで内部統制を図っ

ております。

　当社の取締役の職務執行が適正かつ効率的に行われることを確保するための

体制として、原則毎月１回の定時取締役会の開催を行っています。

　各取締役は、担当業務に関するリスク管理の責任を負い、適切にこれを管理

するとともに、取締役会において報告・情報交換を行っています。

　監査役は、取締役会への出席を行うとともに、経営の透明性と監査機能の向

上のために、取締役と定期的に意見交換を行っています。会計監査人とのあい

だでは、意見交換・情報交換を通じて連携を図っています。

　当社は、反社会的勢力・団体に対しては、一切関係をもたないことを企業意

思として統一しております。形態を問わず取引関係を有しないこととしてお

り、対応統括部署は管理部と定め、必要に応じて弁護士ならびに所轄警察署等

の外部専門機関と連携して対応を図ることとしております。

　当事業年度の取組みにつきましては、「取締役の職務の執行が法令及び定款

に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するため

の体制」が適切に運用されていることを確認しております。
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（2025年9月30日現在） （単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

営 業 未 収 入 金

旅 行 前 払 金

前 払 費 用

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

器 具 備 品

無 形 固 定 資 産

電 話 加 入 権

ソ フ ト ウ ェ ア

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

敷 金 保 証 金

繰 延 税 金 資 産

保 険 積 立 金
　

2,575,840

1,828,810

316,043

366,512

9,719

55,074

△320

507,455

15,969

9

15,960

13,535

2,862

10,673

477,949

206,571

30,000

100,698

22,997

117,683
　

流 動 負 債 1,225,006

営 業 未 払 金 169,949

未 払 金 28,740

未 払 費 用 13,332

未 払 法 人 税 等 12,460

旅 行 前 受 金 976,242

預 り 金 1,981

賞 与 引 当 金 22,300

固 定 負 債 97,301

退 職 給 付 引 当 金 97,301

負 債 合 計 1,322,308

純 資 産 の 部

株 主 資 本 1,752,195

資 本 金 312,000

資 本 剰 余 金 175,600

資 本 準 備 金 175,600

利 益 剰 余 金 1,264,615

利 益 準 備 金 1,435

その他利益剰余金 1,263,180

自 己 株 式 △19

評価・換算差額等 8,791

その他有価証券評価差額金 415

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 8,375

純 資 産 合 計 1,760,987

資 産 合 計 3,083,295 負 債 ・ 純 資 産 合 計 3,083,295

貸　借　対　照　表

（金額表示については、千円未満の端数を切り捨てております。）
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( 自　2024年10月１日 )至　2025年９月30日
（単位：千円）

科 目 金 額

営 業 収 益 4,787,696

営 業 費 用 3,885,224

営 業 総 利 益 902,471

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 786,578

営 業 利 益 115,893

営 業 外 収 益

受 取 利 息 配 当 金 12,163

為 替 差 益 1,152

そ の 他 1,838 15,154

経 常 利 益 131,047

税 引 前 当 期 純 利 益 131,047

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 14,383

法 人 税 等 調 整 額 △6,367 8,015

当 期 純 利 益 123,031

損　益　計　算　書

（金額表示については、千円未満の端数を切り捨てております。）
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(自　2024年10月１日　至　2025年9月30日） （単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金
自 己
株 式

株 主 資 本
合 計資本準備金

資本剰余
金 合 計

利益準備
金

その他利益
剰余金

利益剰余
金 合 計

当 期 首 残 高 312,000 175,600 175,600 1,435 1,191,808 1,193,243 △19 1,680,823

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △51,659 △51,659 △51,659

当 期 純 利 益 123,031 123,031 123,031

自 己 株 式 の 取 得

株 主 資 本 以 外 の
項目の事業年度中の
変 動 額 （ 純 額 ）

事業年度中の変動額合計 － － － － 71,372 71,372 － 71,372

当 期 末 残 高 312,000 175,600 175,600 1,435 1,263,180 1,264,615 △19 1,752,195

評価・換算差額等

純 資 産 合 計そ の 他 有 価 証 券
評 価 差 額 金

繰延ヘッジ損益
評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 255 △24,888 △24,632 1,656,190

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △51,659

当 期 純 利 益 123,031

自 己 株 式 の 取 得

株 主 資 本 以 外 の
項目の事業年度中
の変動額（純額）

160 33,263 33,424 33,424

事業年度中の変動額合
計

160 33,263 33,424 104,796

当 期 末 残 高 415 8,375 8,791 1,760,987

株主資本等変動計算書

（金額表示については、千円未満の端数を切り捨てております。）
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個　別　注　記　表

（重要な会計方針）

１. 資産の評価基準及び評価方法
　（１）有価証券の評価基準及び評価方法

　子会社株式………………………………………移動平均法による原価法
　その他有価証券
　市場価格のない株式等以外のもの…………時価法（評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法により算
定）

　市場価格のない株式等………………………移動平均法による原価法

　（２）デリバティブ等の評価基準及び評価方法
　　　デリバティブ………………………………時価法

　（３）棚卸資産の評価基準及び評価方法
　貯蔵品……………………………………………最終仕入原価法

２. 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産……………………………………定率法

ただし、2016年４月１日以降に取得した建物
附属設備については、定額法
なお、耐用年数及び残存価額については、法
人税法に規定する方法と同一の基準によって
おります。

無形固定資産……………………………………社内における利用可能期間（５年）に基づく
定額法

３. 引当金の計上基準
① 貸倒引当金……………………………………債権の貸倒れによる損失に備えるため、回収

不能見込額を計上しております。
一般債権
貸倒実績率法

② 賞与引当金……………………………………従業員の賞与の支給に備えるため、賞与の支
給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を
計上しております。

③ 退職給付引当金………………………………従業員の退職給付に備えるため、当事業年度
末における退職給付債務に基づき、当事業年
度末において発生していると認められる額を
計上しております。

４. ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ等のヘッジ会計の方法……………繰延ヘッジ処理によっております。

また、為替予約については、振当処理の要件
を満たす場合は振当処理を行っております。

ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段……………………………………為替予約取引
ヘッジ対象……………………………………営業費用に係わる外貨建債務及び外貨建予定

取引
ヘッジ方針………………………………………為替相場変動リスクを回避する目的で実需の

範囲内でのヘッジを行っております。
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当事業年度

繰延税金資産 22,997千円

１. 有形固定資産の減価償却累計額 18,963千円

２. 関係会社に対する短期金銭債務 23,843千円

関係会社との取引高　　　　　　　　　営業取引 218,659千円

営業取引以外の取引 7,200千円

１. 発行済株式　　　　　　　　　　　普通株式 3,690,000株

２. 自己株式数　　　　　　　　　　　普通株式 26株

５. 収益及び費用の計上基準

　当社と顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当

該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する時点）は以下の通りであります。

①　自社の企画旅行商品

　当社が定める旅行日程に従って、顧客が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅

行に関するサービスの提供を受けることができるように手配し旅程を管理することが履行義務

であり、ツアーの帰着日をもって収益を認識しております。

②　手配旅行等の代理業務

　旅行者の委託により、代理、斡旋又は取次をすること等により旅行者が運送・宿泊機関等の

提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供を受けることができるように手配す

ることが履行義務であり、手配が完了した時点において代理人取引として純額で収益を認識し

ております。

（会計上の見積り）

　繰延税金資産の回収可能性

（１）計算書類に計上した金額

（２）　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　繰延税金資産の認識は、将来の事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額によって見積

もっております。

　将来の海外旅行需要に関しましては、IATA（国際航空運送協会）の公表する国際線旅客数予

測等を参考に緩やかな回復が続くものと想定しております。

　当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実

際に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の計算書類におい

て、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。

（貸借対照表関係）

（損益計算書関係）

（株主資本等変動計算書関係）
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貸借対照表計上額 時価 差額

(１)投資有価証券 6,571 6,571 ‐

(２)敷金保証金 100,698 98,178 △2,519

(３)デリバティブ取引 12,069 12,069 ‐

（単位：千円）

区分 貸借対照表計上額

非上場株式 200,000

関係会社株式 30,000

３. 剰余金の配当に関する事項

2024年12月24日定時株主総会決議

・普通株式の配当に関する事項

配当金の総額　　　　　　　　　　25,829千円

１株当たり配当金　　　　　　　　７円

基準日　　　　　　　　　　　　　2024年９月30日

効力発生日　　　　　　　　　　　2024年12月25日

2025年５月７日取締役会決議

・普通株式の配当に関する事項

配当金の総額　　　　　　　　　　25,829千円

１株当たり配当金　　　　　　　　７円

基準日　　　　　　　　　　　　　2025年３月31日

効力発生日　　　　　　　　　　　2025年６月９日

2025年12月25日定時株主総会決議予定

・普通株式の配当に関する事項

配当金の総額　　　　　　　　　　88,559千円

１株当たり配当金　　　　　　　　24円

基準日　　　　　　　　　　　　　2025年９月30日

効力発生日　　　　　　　　　　　2025年12月26日

（金融商品に関する注記）

１. 金融商品の状況に関する事項

　当社は、旅行業を営んでおり、営業収益については、旅行代金の前受金の形で入金される

ものが大半であります。事前の入金を前提としていることから、無借金経営を継続しており

ます。同時に顧客からの預り金の性質を有する前受金相当の資金につきましては、価値変動

リスクにさらすことを避け、現金及び現金同等物として保有することを基本方針としており

ます。一時的な余剰資金は、安全性の高い金融資産で運用し、デリバティブ取引について

は、リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行わない方針であります。

２. 金融商品の時価等に関する事項

　2025年９月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通り

であります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません（（注）をご参照

ください）。また、現金は注記を省略しており、預金、営業未収入金、営業未払金、未払

金、未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省

略しております。

（単位：千円）

（注）市場価格のない株式等
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　税務上の繰越欠損金 81,216千円

　退職給付引当金 30,649千円

　その他 10,625千円

繰延税金資産小計 122,491千円

繰越欠損金に係る評価性引当額 △64,233千円

将来減算一時差異等に係る評価性引当額 △31,384千円

評価性引当額小計 △95,617千円

繰延税金資産合計 26,873千円

繰延税金負債

　その他有価証券評価差額金 △183千円

　繰延ヘッジ損益 △3,693千円

繰延税金負債合計 △3,876千円

繰延税金資産の額 22,997千円

１. １株当たり純資産額 477円24銭

２. １株当たり当期純利益 33円34銭

（税効果会計関係）

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

（関連当事者との取引に関する注記）

記載すべき重要な事項はありません。

（収益認識に関する注記）

収益を理解するための基礎となる情報

（重要な会計方針）に係る事項に関する注記「５．収益及び費用の計上基準」に記載のとお

りであります。なお、取引の対価は、原則、履行義務の充足前に受領することになってお

り、また、履行義務の充足後に受領する場合においても、通常、短期のうちに支払期限が到

来するため、契約に重要な金融要素は含まれておりません。

（１株当たり情報）
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独立監査人の監査報告書

2025年11月21日

株式会社ユーラシア旅行社

　　取締役会　御中

三優監査法人

東京事務所

指 定 社 員

業務執行社員
公認会計士 米林喜一

指 定 社 員

業務執行社員
公認会計士 熊谷康司

監査意見

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ユ

ーラシア旅行社の2024年10月１日から2025年９月30日までの第40期事業年度

の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及

び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）につい

て監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認

められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び

損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書

類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が

国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、

監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見

表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類に係る会計監査報告
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その他の記載内容

　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任

は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査

役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取

締役の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は

含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するも

のではない。

　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読

し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が

監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、ま

た、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があ

るかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りが

あると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、

不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示す

るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ

る。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算

書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般

に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を

開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における

取締役の職務の執行を監視することにある。
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計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書

類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な

保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を

表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ

り、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与える

と合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従っ

て、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心

を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、

重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続

の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十

分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するた

めのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じ

た適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す

る。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者に

よって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を

評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切である

かどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑

義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められる

かどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ

る場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起するこ

と、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合

は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められてい

る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
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　るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる

可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認

められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記

事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎

となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施

時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要

な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を

行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国におけ

る職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与

えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講

じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガ

ードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ

り記載すべき利害関係はない。

以　上
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監　査　報　告　書

　当監査役会は、2024年10月１日から2025年９月30日までの第40期事業年度

における取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基

づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

(1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の

実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人

からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め

ました。

(2）各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取

締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及

び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたし

ました。

①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその

職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要

な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産

の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締

役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会

社から事業の報告を受けました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適

合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保

するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３

項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基

づき整備されている体制(内部統制システム)について、取締役及び使用

人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要

に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

監査役会の監査報告
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③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施してい

るかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状

況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計

監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体

制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品

質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を

受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細

書、計算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)及

びその附属明細書について検討いたしました。

２. 監査の結果

(1）事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況

を正しく示しているものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令若しくは定款に

違反する重大な事実は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認め

ます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び

取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2）計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人三優監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま

す。

2025年11月27日

株式会社ユーラシア旅行社　監査役会

常勤監査役(社外) 高 橋 淑 夫 ㊞

監　査　役(社外) 加 藤 純 二 ㊞

監　査　役(社外) 田 鍋 晋 二 ㊞
　

以　上

以　上
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株主総会参考書類
第１号議案　剰余金の処分の件

　剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

　当期の期末配当につきましては、当期の業績並びに今後の事業展開等を勘案い

たしまして以下のとおりといたしたいと存じます。

(1）配当財産の種類

　　金銭といたします。

(2）配当財産の割当てに関する事項及びその総額

　　当社普通株式１株につき金24円といたしたいと存じます。

　　なお、この場合の配当総額は、88,559,376円となります。

(3）剰余金の配当が効力を生じる日

　　2025年12月26日といたしたいと存じます。

候補者

番　号

ふ り が な

氏 名

当社における現在の

地位
性別 属性

候補者が有する専門性

経営 営業 財務 リスク

１
いのうえ　としお

井上　利男
代表取締役会長CEO 男性 〇 〇

２
やまだ　のりこ

山田　則子
取締役社長COO 女性 〇 〇 〇

３
すぎうら　やすはる

杉浦　康晴
取締役CFO 男性 〇 〇

４
かわい　　よしなり

河井　良成
取締役 男性

社外

独立
〇 〇

第２号議案　取締役４名選任の件

　本総会終結の時をもって取締役４名が任期満了となります。つきましては、改

めて取締役４名の選任をお願いするものであります。

　取締役候補者は次のとおりであります。

取締役候補者一覧

社外　社外取締役候補者

独立　独立役員候補者
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候補者
番 号

ふ り が な

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略歴、当社における地位、担当
及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

所有する当社
株 式 の 数

1
い の う え 　 と し お

井 上 利 男
(1957年８月３日生)

1984年３月 株式会社日ソ旅行社入社

1986年２月 当社設立　代表取締役社長就

任

1995年８月 株式会社ユーラシアサービス

設立　代表取締役社長就任

（現任）

2024年12月 当社　代表取締役会長CEO就任

（現任）

1,849,100株

２
や ま だ 　 の り こ

山 田 則 子
(1969年７月16日生)

1993年３月 当社入社

1999年10月 総務課長就任

2005年11月 ユーラシアの旅事業部　副本

部長就任

2024年12月 当社　取締役社長COO就任（現

任）

8,100株

３
す ぎ う ら 　 や す は る

杉 浦 康 晴
(1971年５月13日生)

2003年３月 新日本監査法人（現EY新日本

有限責任監査法人）入所

2008年９月 杉浦康晴会計士補事務所設立

2018年４月 公認会計士登録

2019年12月 当社取締役管理部長就任

2024年12月 当社取締役CFO就任（現任）

－株

４
か わ い 　 　 よ し な り

河 井 良 成
(1963年７月22日生)

1986年４月 富士銀行入行

1999年７月 ドイチェ証券入社

1999年12月 当社取締役就任（現任）

2001年９月 パリバ銀行入行

2006年９月 UBS証券入社

2008年６月 株式会社ヘキサゴンキャピタ

ルパートナーズ代表取締役就

任（現任）

3,000株

（注）１. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２. 井上利男氏は、会社法第２条第４号の２に定める親会社等であります。

３．河井良成氏は、社外取締役候補者であります。同氏は、現在、当社の社外取締役であ

りますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって26年となりま

す。同氏を社外取締役候補者とした理由は、金融機関での豊富な経験、また自らが代

表取締役を務める会社の運営を通じ、経営について豊富な経験を有しており、引き続

き当該知見を活かし、特に経営についての専門的な観点から当社の業務執行に対する

監督、助言等をいただくことを期待したためであります。また、同氏が選任された場

合は、当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定を含む取締役会の審議に対し、独
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立した立場から関与いただく予定です。

４.社外取締役の選任にあたっては、その独立性を担保するため、東京証券取引所「上場

管理等に関するガイドライン」における独立役員の独立性に関する判断基準等を参考

にしております。

５. 当社は、河井良成氏を東京証券取引所の定めに基づく独立委員として届け出ており

ます。なお、同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であり

ます。

以上
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定時株主総会会場案内図

ホテル
ニューオータニ ＪＡ共済ビル

東京ガーデン
テラス
紀尾井町

砂防会館

砂防会館
別館

４番出口

国立劇場

最高裁判所

国立国会図書館
衆議院
議長公邸

青山通り永田町駅

赤
坂
見
附
駅

ユーラシア旅行社

●交通：東京メトロ有楽町線／半蔵門線／南北線「永田町」駅

４番出口徒歩１分

東京メトロ銀座線／丸ノ内線「赤坂見附」駅徒歩５分

場　所　東京都千代田区平河町二丁目７番４号

砂防会館別館

３階会議室　立山


